
 

◆手続方法 

企業は必ず入居予定者が入居資格を全て満たしているかご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆フローチャート 
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住宅の継続使用 

 

受付 

鍵は企業側で管理 

入居届 

鍵の引き渡し 

内容確認 

退去手続き 

・入居者が住宅から退去する１ヵ月前までに「退去届（住様式

６）｣を提出してください。 

・駐車場の賃貸借契約を締結している場合は、「駐車場賃貸借契

約解約届（駐様式６）｣を「退去届」と併せて提出してくださ

い。 

 

退去日以降 

・住宅の鍵は企業が管理してください。 

・退去日以降、駐車場を使用することはできません。 

 

入居手続き 

・入居する日の１週間前までに入居届を提出してください。 

※駐車場を使用する際は、別途駐車場の申し込みを行ってくださ

い。（９ページ参照） 

入居日以降 

・入居日以降になりましたら、入居することができます。 

・入居者へ入居中の注意事項などの説明を行います。 

※協会から事前に入居者へご連絡いたします。 

内容確認 

受付 

退去届 

駐車場賃貸借契約解約届 

※駐車場を使用している場合 


